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介
護
保
険
法
の
改
正
に
伴

い
、　

月
か
ら
介
護
保
険
３
施

１０

設
お
よ
び
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の

居
住
費
（
滞
在
費
）
と
食
費
、

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
・
通
所
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
食
費
が
介
護

保
険
の
対
象
か
ら
外
れ
、
自
己

負
担
に
な
り
ま
す
。

　

現
在
、
介
護
保
険
施
設
な
ど

で
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て

い
る
方
は
、
居
住
費
や
食
費
の

大
半
が
介
護
保
険
か
ら
給
付
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
在
宅
で
介
護

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
方

は
、
自
己
負
担
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
差
を
見
直
し
、
公

平
性
を
図
る
た
め
、
介
護
保
険

施
設
な
ど
の
居
住
費
や
食
費
が

自
己
負
担
に
な
り
ま
す
。
た
だ

し
、
低
所
得
者
に
つ
い
て
は
、

施
設
利
用
が
困
難
に
な
ら
な
い

よ
う
に
「
負
担
限
度
額
」
が
設

定
さ
れ
、
利
用
者
負
担
の
軽
減

が
図
ら
れ
ま
す
。

　

対
象
は
、
介
護
保
険
料
の
所

得
段
階
が
第
１
・
第
２
段
階
の

方（
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
）

で
、
負
担
軽
減
を
受
け
る
に
は

申
請
が
必
要
で
す
。な
お
、市
民

税
課
税
世
帯
の
方
で
高
齢
夫
婦

な
ど
の
世
帯
（
単
身
世
帯
を
除

く
）
の
一
方
が
施
設
に
入
所
し

た
場
合
、収
入
・
預
貯
金
な
ど
が

基
準
に
該
当
す
る
方
は
、「
負
担

限
度
額
」が
変
更
と
な
り
ま
す
。

�
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス

▽
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス

費
…
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）、
介
護

老
人
保
健
施
設
、
介
護
療
養
型

医
療
施
設
、
短
期
入
所
生
活
介

護
、
短
期
入
所
療
養
介
護

▽
特
定
入
所
者

支
援
サ
ー
ビ
ス

費
…
短
期
入
所

生
活
介
護
、
短

期
入
所
療
養
介

護
　

市
で
は
、
書

類
を
審
査
し
、

「
負
担
限
度
額

認
定
証
」
を
交

付
し
、
利
用
者

は
認
定
証
を
提

示
し
て
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
し
ま

す
。
な
お
、
高

額
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
の
見
直
し

も
行
い
、
所
得

区
分
が
再
設
定

さ
れ
、
上
限
を

超
え
た
場
合
に

は
申
請
に
よ
り

超
え
た
分
が
支

給
さ
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

介
護
福
祉
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
１
０

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

義
務
教
育
就
学
前
の
乳
幼
児

を
養
育
し
て
い
る
方
に
、
乳
幼

児
に
係
る
医
療
費
の
一
部
（
保

険
診
療
の
自
己
負
担
分
）
を
助

成
し
て
い
ま
す
。

　

一
定
の
所
得
制
限
が
あ
り
ま

す
が
、
４
歳
未
満
の
乳
幼
児
を

養
育
し
て
い
る
方
に
つ
い
て
は

所
得
の
制
限
が
な
く
、
す
べ
て

の
方
が
助
成
を
受
け
ら
れ
ま

す
。

　

医
療
費
の
助
成
を
受
け
る
に

は
、
申
請
が
必
要
で
す
の
で
、

所
得
制
限
（
左
表
）
を
確
認
の

う
え
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
な
い
な
ど
、
対
象
と
な
ら

な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

※
現
在
受
給
し
て
い
る
方
で
、

現
況
届
を
提
出
し
て
い
な
い
方

は
、
早
め
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
現
況
届
の
提
出
が
な
い

と
、　

月
以
降
の
医
療
費
助
成

１０

が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。
な
お
、
平
成

　

年
６
月
以
降
に
医
療
証
が
送

１７付
さ
れ
た
方
は
、
届
け
出
の
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
平
成　

年
分
合
計
所
得
か
ら

１６

一
律
控
除
額
（
８
万
円
）
お
よ

び
医
療
費
控
除
な
ど
の
各
種
控

除
額
を
差
し
引
い
た
額
が
、
所

得
限
度
額
未
満
の
場
合
に
受
給

で
き
ま
す
。

※
上
表
の
所
得
限
度
額
の
適
用

期
間
は　

月
１
日
〜
平
成　

年

１０

１８

９
月　

日
で
す
。
新
た
に
対
象

３０

と
な
る
方
は
、
９
月
末
日
ま
で

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
先　

児
童
課
、
東
部
・
西

部
出
張
所
、
動
く
市
役
所

問
合
せ　

児
童
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
４
４

�
�

�
�
�
�
�

 
�
個
別
方
式
（
今
月
は
集
団
方

式
は
あ
り
ま
せ
ん
）

と　

き　

９
月　

日
（
水
）
・

１４

　

日
（
水
）

２８と
こ
ろ　

複
十
字
病
院
（
清
瀬

市
）

費　

用　

無
料

対　

象　

生
後
３
か
月
〜
６
か

月
未
満
の
乳
児

申
込
み　

電
話
で
複
十
字
病
院

へ
�
０
４
２
４（　

）４
７
１
２

９１

問
合
せ　

健
康
セ
ン
タ
ー
�　
０４２

（
３
４
６
）
３
７
０
０

 
対　

象　

幼
児
、
保
護
者
と
も

に
市
内
に
住
民
登
録
、
外
国
人

登
録
が
あ
り
、
平
成　

年
４
月

１１

２
日
か
ら
平
成　

年
４
月
１
日

１４

ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
幼
児

▽
公
的
負
担
、
ま
た
は
補
助
の

Ｂ
Ｃ
Ｇ
予
防
接
種

幼
児
養
育
費
補
助
金

 
と　

き　

９
月　

日
（
水
）
・

２１

　

日
（
木
）　

午
前　

時
〜　

２９

１０

１１

時
（
受
付
は
９
時　

分
か
ら
）

４５

と
こ
ろ　

健
康
セ
ン
タ
ー

対　

象　

１
歳
ぐ
ら
い
ま
で
の

親
子

定　

員　

各
８
組

内　

容　

保
健
師
・
助
産
師
に

よ
る
健
康
相
談
、
身
長
・
体
重

測
定

持
ち
物　

母
子
健
康
手
帳

申
込
み　

健
康
セ
ン
タ
ー
へ
�

　

（
３
４
６
）
３
７
０
０

０４２
 

と　

き　

９
月　

日
（
火
）　

２７

午
前　

時
〜
正
午
（
受
付
は
９

１０

時　

分
か
ら
）

４５
と
こ
ろ　

健
康
セ
ン
タ
ー

対　

象　

市
内
在
住
の
生
後
７

カ
ン
ガ
ル
ー
相
談
会

未
熟
児
な
ど
の
健
康
相
談

離
乳
食
中
期
講
習
会

も

ぐ

も

ぐ

教

室

か
月
〜
８
か
月
児
の
保
護
者

定　

員　
　

人
３０

内　

容　

講
話
、
調
理
実
習
、

個
別
相
談

担　

当　

管
理
栄
養
士
、
保
健

師
、
保
育
士

持
ち
物　

エ
プ
ロ
ン
、
三
角
き

ん
、
母
子
健
康
手
帳

※
保
育
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
子

さ
ん
を
連
れ
て
参
加
す
る
方
は

お
ん
ぶ
を
し
て
実
習
し
ま
す

（
ひ
も
な
ど
を
持
参
）。

申
込
み　

健
康
セ
ン
タ
ー
へ
�

　

（
３
４
６
）
３
７
０
０

０４２職
務
内
容　

障
が
い
者
・
児
の

通
所
リ
ハ
ビ
リ
お
よ
び
事
務

応
募
資
格　

理
学
療
法
士
の
資

格
を
有
す
る
方

採
用
予
定
人
数　

若
干
名

採
用
予
定
期
間　
　

月　

日
〜

１０

１７

平
成　

年
３
月　

日

１８

３１

勤
務
日　

月
曜
〜
金
曜
日
（
祝

日
を
除
く
）　

午
前
８
時　

分
３０

〜
午
後
５
時　

分
１５

※
勤
務
日
・
時
間
は
、
応
相
談
。

申
込
み　

障
害
者
福
祉
セ
ン
タ

ー
へ
�　

（
３
４
３
）４
９
７
６

０４２

 
募
集
職
種
、
応
募
資
格
、
採
用

予
定
人
数　

下
表
の
と
お
り

試
験
（
一
次
）
日　

▽
一
般
事

務
…　

月　

日
（
日
）

１０

１６

選
考
日　

▽
看
護
師
…　

月
２

１０

日
（
日
）

▽
理
学
療
法
士
…　

月　

日

１０

２２

（
土
）

試
験
案
内
・
申
込
書
な
ど
の
配

布　

問
合
せ
先
で
配
布

※
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http：

//

昭
和
病
院
組
合

職

員

募

集

平
成　

年
度
採
用

１７

www.kouritu

-showa
.jp

）か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
詳
細
は
、
必
ず
採
用
試
験

（
選
考
）
案
内
で
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

申
込
み　

９
月　

日
（
火
）
ま

２０

で
（
理
学
療
法
士
は　

月　

日

１０

１２

（
水
）
ま
で
）（
消
印
有
効
）

に
、
採
用
試
験
（
選
考
）
受
験

申
込
書
に
卒
業
証
明
書
ま
た
は

免
許
証
の
写
し
な
ど
の
必
要
書

類
を
添
え
て
、
問
合
せ
先
へ
持

参
（
代
理
人
可
）
ま
た
は
配
達

記
録
で
送
付

問
合
せ　

公
立
昭
和
病
院
総
務

課
人
事
係
�
０
４
２
４
（　

）
６１

０
０
５
２
内
線
２
２
４
８

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

な
い
幼
児
施
設
へ
の
通
園

▽
在
宅
児
（
平
成　

年
４
月
１

１７

日
現
在
で
４
歳
、
５
歳
の
幼
児

に
限
る
）

※
幼
稚
園
、
保
育
園
に
通
園
し

て
い
る
幼
児
は
対
象
外
で
す
。

補
助
金
額　

月
額
３
千
３
百
円

申
請
方
法　

９
月　

日
（
金
）

３０

ま
で
に
、
印
鑑
お
よ
び
保
護
者

の
銀
行
口
座
番
号
の
わ
か
る
も

の
を
持
参
の
う
え
、
児
童
課
、

東
部
・
西
部
出
張
所
、
動
く
市

役
所
の
い
ず
れ
か
へ

問
合
せ　

児
童
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
４
４

 　

結
核
や
慢
性
疾
患
な
ど
呼
吸

機
能
の
低
下
し
た
方
を
対
象
に

呼
吸
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の

講
演
と
実
習
を
行
い
ま
す
。

と　

き　

９
月　

日
（
木
）　

２２

午
後
１
時　

分
〜
３
時　

分

３０

３０

低
肺
機
能
の
方
の
た
め
の

呼
吸
リ
ハ
ビ
リ

と
こ
ろ　

清
瀬
市
生
涯
学
習
セ

ン
タ
ー
・
ア
ミ
ュ
ー

費　

用　

無
料

内　

容　

体
力
づ
く
り
へ
の
ヒ

ン
ト

講　

師　

中
山
孝
さ
ん
（
日
本

工
学
院
専
門
学
校
）

申
込
み　

９
月　

日
（
金
）
ま

１６

で
に
、
多
摩
小
平
保
健
所
保
健

対
策
課
へ
�
０
４
２
４
（　

）
５０

３
１
１
１

 
�
認
知
症
高
齢
者
を
介
護
す
る

家
族
へ
の
心
の
ケ
ア

と　

き　

９
月　

日
（
土
）　

２４

午
前　

時
〜
正
午

１０

と
こ
ろ　

多
摩
済
生
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
（
美
園
町
３
�　

�
１
）

１２

費　

用　

無
料

講　

師　

富
原
滋
子
さ
ん
（
東

京
Ｙ
Ｗ
Ｃ
Ａ
専
門
学
校
講
師
）

申
込
み　

当
日
、
会
場
へ

問
合
せ　

多
摩
済
生
ケ
ア
セ
ン

家
族
介
護
教
室

タ
ー
�　

（
３

０４２

４
２
）
０
６
２

０�
不
定
愁
訴
は

な
ぜ
起
こ
る　

病
症
の
変
化
は

指
先
に
よ
っ
て

学
べ
る
シ
リ
ー

ズ
２

と　

き　

９
月

　

日
（
土
）　

２４午
後
１
時　

分
３０

〜
３
時

と
こ
ろ　

や
す

ら
ぎ
の
園
（
小

川
町
１
�
４
８

５
）

費　

用　

無
料

講　

師　

本
田

武
次
（
当
園
マ

ッ
サ
ー
ジ
師
）

問
合
せ　

や
す

ら
ぎ
の
園
�　
０４２

（
３
４
５
）
０

６
１
７

所得限度額表

所得限度額扶養親族
などの数

４，６００，０００円０人

４，９８０，０００円１人

５，３６０，０００円２人

１人につき
３８０，０００円加算３人以上
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��������	��������	

� � � � � �� � � � � �

10月から乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度　

　

申

請

は

お

早

め

に

東京都実施の救急診療の問合せ
案　　内 ・２４時間０４２（３４１）０１１９小平消防署　病院・診療所案内
案　　内 ・２４時間０３（５２７２）０３０３夜間休日案内（ひまわり情報センター）

電 話 番 号所　 在　 地医 療 機 関 名診 療 時 間日 程
０４２（３４８）８２８２たかの台４３－６　ウェリントンズビル１階沖 ク リ ニ ッ ク午前９時～午後５時

９月１１日（日） ０４２（３２２）１２３１鈴木町１－３０－２０中 山 小 児 科 医 院
０４２（３４３）２２５５大沼町２－７２９－８清水小児科内科医院午後５時～１０時
０４２（３４５）１３１７小川東町５－１３－１６　坂東ビル２０１号鷹 取 医 院午前９時～午後５時

９月１８日（日） ０４２（３４５）７４４４仲町４２５－１２　あかしあビル１階あかしあ脳神経外科
０４２（３４４）１５１０学園西町３－２１－１７足 利 ク リ ニ ッ ク午後５時～１０時
０４２（３４８）３０６６小川東町１－１８－２９　仁平記念クリニックビルき おいクリニック午前９時～午後５時

９月１９日（月・祝） ０４２（３４１）０４５１仲町２４１－１６山 之 内 整 形 外 科
０４２４（６７）２４７７花小金井２－２－１３花小金井北クリニック午後５時～１０時

電 話 番 号所　 在　 地科 目と　 こ　 ろ診 療 時 間日 程

０４２（３４６）３７０６学園東町１－１９－１２
（健康センター内）小・内� 小 平 市 医 師 会

平日準夜応急診療所
午後７時３０分～
 １０時３０分

月曜～土曜日
（祝日、年末年始を除く）

※診療受付時間は午後１０時１５分までです。平日準夜応急診療

休日応急診療医（内科・小児科）

電 話 番 号所　 在　 地医 療 機 関 名診 療 時 間日 程
０４２（３４５）５２６７仲町１８７－７平 澤 歯 科 医 院午前９時～午後５時９月１１日（日）
０４２（３４５）４３９４学園西町３－１９－１１篠 木 歯 科 医 院午前９時～午後５時９月１８日（日）
０４２（３４１）０６５６小川西町４－８－３小 川 歯 科 診 療 所午前９時～午後５時９月１９日（月・祝）

休日歯科応急診療医

※いずれも当番医は変更になる場合があります。
問合せは０４２（３４６）３７０６へ。小平市ホームページ、携帯
電話・Ｌモード用ホームページでもご覧になれます。
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人
程
度

１
人
程
度

　

人
程
度

２５１
人
程
度

介護保険施設における段階区分別負担額（月額概数）

食　費
居　　　住　　　費段　階　区　分

相部屋
（多床室）

従来型個室
（※２）

ユニット型
準 個 室

ユニット型
個　室

利 用 者
負担段階所　得　区　分

４２,０００１０,０００３５,０００
（５０,０００）５０,０００６０,０００第４段階

（※１）世　帯　課　税　者
市
町
村
民
税

２０,０００１０,０００２５,０００
（４０,０００）４０,０００５０,０００第３段階合計所得金額と課税年金 

収入額の合計が８０万円超
世
帯
非
課
税
者

１２,０００１０,０００１３,０００
（１５,０００）１５,０００２５,０００第２段階合計所得金額と課税年金

収入額の合計が８０万円以下

１０,０００　　 ０１０,０００
（１５,０００）１５,０００２５,０００第１段階

老齢福祉年金受給者
生活保護受給者など

※１　第４段階の居住費および食費は、標準的な額で、利用者と施設の契約により設定されます。
※２　（　）内は、介護老人保健施設および介護療養型医療施設の場合。
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